
令和 4 年 6 月 15 日（水曜日）     江 東 区 公 報            （第 892 号） 

 

 

 

1 

 
 

目  次 

 

◎規  則 

江東区個人番号の利用並びに特定個人情報 

の利用及び提供に関する条例施行規則の一 

部を改正する規則(57) ……………………………2 

児童手当事務取扱細則の一部を改正する規 

則(58) ………………………………………………3 

江東区国民健康保険条例の一部を改正する 

条例附則第２項に規定する規則で定める日 

を定める規則の一部を改正する規則(59) ………3 

 

◎告  示 

江東区介護保険料の収納事務の私人委託に 

ついて(165) ………………………………………11 

江東区国民健康保険料の収納事務の私人委 

託について(166) …………………………………11 

特別区民税・都民税及び軽自動車税（種別 

割）の収納事務の私人委託について(167) ……12 

指定地域密着型サービス事業所の廃止につ 

いて(171) …………………………………………12 

指定居宅介護支援事業所の廃止について 

(174) ………………………………………………13 

保管自転車の処分について（令和４年４月 

下期）(175) ………………………………………13 

第１回区議会臨時会の招集について 

(176) ………………………………………………13 

特定商業施設変更届出書の縦覧について 

(177) ………………………………………………13 

保管自転車の処分について（令和４年５月 

上期）(178) ………………………………………14 

指定居宅介護支援事業所の指定について 

(182) ………………………………………………14 

第２回区議会定例会の招集について(185) ……14 

指定居宅介護支援事業所の廃止について 

(186) ………………………………………………14 

指定地域密着型サービス事業所の廃止につ 

いて(187) …………………………………………15 

指定地域密着型サービス事業所の廃止につ 

いて(188) …………………………………………15 

指定地域密着型サービス事業所の廃止につ 

いて(189) …………………………………………15 

指定居宅介護支援事業所の廃止について 

(190) ………………………………………………15 

指定地域密着型サービス事業所の廃止につ 

いて(191) …………………………………………16 

指定地域密着型サービス事業所の廃止につ 

いて(192) …………………………………………16 

指定地域密着型サービス事業所の指定につ 

いて(193) …………………………………………16 

 

◎告  示（教） 

令和４年第５回江東区教育委員会定例会の 

の招集(10)  ………………………………………17 

 

◎告  示（選） 

選挙人名簿からの抹消(6) ………………………18 

選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

、３分の１の数及び６分の１の数(7) …………18 

令和４年７月執行の参議院議員選挙におけ 

るポスター掲示場の設置(8) ……………………18 

 

◎告  示（監） 

令和３年度第４回定期監査の結果及び公表 

について(9) ………………………………………35 

 

◎区 議 会 

区議会議決事項（令和４年第１回臨時会）……36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第 892 号）             江 東 区 公 報    令和 4 年 6 月 15 日（水曜日） 

 

 

 

2 

規 則 

 

江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利

用及び提供に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則を公布する。 

 令和４年５月２７日 

      江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第５７号 

   江東区個人番号の利用並びに特定個人情報

の利用及び提供に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

 江東区個人番号の利用並びに特定個人情報の利

用及び提供に関する条例施行規則（平成２７年１

２月江東区規則第７６号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第１中２４の項を２５の項とし、９の項か

ら２３の項までを１項ずつ繰り下げ、８の項の次

に次のように加える。 

９ 心身障害者の医療費の助成に関する条

例（昭和４９年東京都条例第２０号）

第４条の規定による受給者証の交付の

申請の受理、その申請に係る事実につ

いての審査又はその申請に対する応答

に関する事務 

心身障害者の医療費の助成に関する条

例第５条の規定による医療費の助成の

申請の受理、その申請に係る事実につ

いての審査又はその申請に対する応答

に関する事務 

心身障害者の医療費の助成に関する条

例第６条第１項及び第２項の規定によ

る届出の受理、その届出に係る事実に

ついての審査又はその届出に対する応

答に関する事務 

 別表第２の１の項中「第１４条第１項若しく

は」を「第１４条第１項及び」に改め、「法律第

１２７号」の次に「。以下「平成１９年改正法」

という。」を加え、「支給の実施又は」を「支給

の実施並びに」に、「例によること」を「例によ

るもの」に、「支援給付若しくは」を「支援給付

及び」に、「実施に」を「実施、中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

第１４条第４項（平成１９年改正法附則第４条第

２項において準用する場合を含む。）並びに平成

２５年改正法附則第２条第１項及び第２項の規定

によりなお従前の例によるものとされた旧法第１

４条第４項の規定によりその例によるものとされ

る生活保護法第２４条第１項の開始若しくは同条

第９項の変更、同法第２５条第１項の職権による

開始若しくは同条第２項の職権による変更又は同

法第２６条の停止若しくは廃止に」に改め、同表

中５４の項を５５の項とし、２４の項から５３の

項までを１項ずつ繰り下げ、２３の項の次に次の

ように加える。 

２４ 心身障

害者の

医療費

の助成

に関す

る条例

第４条

の規定

による

受給者

証の交

付の申

請に係

る事実

につい

ての審

査に関

する事

務 

当該受給資格者又は当該受給資格

者が２０歳未満の者の場合にあっ

ては、その者に係る国民健康保険

法による世帯主若しくは組合員そ

の他心身障害者の医療費の助成に

関する条例施行規則（昭和４９年

東京都規則第１１３号）第１条の

６に定める者（以下この項におい

て「世帯主等」という。）がある

ときは当該世帯主等若しくは扶養

義務者に係る市町村民税に関する

情報 

当該受給資格者に係る障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律第６条の自立支

援給付の支給に関する情報 

当該受給資格者に係る児童福祉法

第２４条の２第１項の障害児入所

給付費の支給に関する情報 

当該受給資格者に係る身体障害者

手帳交付関係情報及び精神障害者

保健福祉手帳交付関係情報 

当該受給資格者又は世帯主等若し

くは扶養義務者に係る生活保護実

施関係情報 

当該受給資格者又は世帯主等若し

くは扶養義務者に係る外国人生活

保護実施関係情報 

当該受給資格者又は世帯主等若し

くは扶養義務者に係る中国残留邦

人等支援給付実施関係情報 

当該受給資格者又は世帯主等若し

くは扶養義務者に係る医療保険各

法（健康保険法（大正１１年法律

第７０号）、船員保険法（昭和１

４年法律第７３号）、私立学校教

職員共済法（昭和２８年法律第２

４５号）、国家公務員共済組合法

（昭和３３年法律第１２８号）、

国民健康保険法又は地方公務員等

共済組合法（昭和３７年法律第１

５２号）をいう。以下同じ。）に

よる保険給付の支給に関する情報 

当該受給資格者に係る高齢者の医

療の確保に関する法律による保険

給付の支給に関する情報 
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心身障

害者の

医療費

の助成

に関す

る条例

第５条

の規定

による

医療費

の助成

の申請

に係る

事実に

ついて

の審査

に関す

る事務 

当該受給資格者又は世帯主等若し

くは扶養義務者に係る医療保険各

法による保険給付の支給に関する

情報 

当該受給資格者に係る高齢者の医

療の確保に関する法律による保険

給付の支給に関する情報 

 心身障

害者の

医療費

の助成

に関す

る条例

第６条

の規定

による

届出に

係る事

実につ

いての

審査に

関する

事務 

当該受給資格者又は世帯主等若し

くは扶養義務者に係る市町村民税

に関する情報 

当該受給資格者に係る障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律第６条の自立支

援給付の支給に関する情報 

当該受給資格者に係る児童福祉法

第２４条の２第１項の障害児入所

給付費の支給に関する情報 

当該受給資格者に係る身体障害者

手帳交付関係情報及び精神障害者

保健福祉手帳交付関係情報 

当該受給資格者又は世帯主等若し

くは扶養義務者に係る生活保護実

施関係情報 

当該受給資格者又は世帯主等若し

くは扶養義務者に係る外国人生活

保護実施関係情報 

当該受給資格者又は世帯主等若し

くは扶養義務者に係る中国残留邦

人等支援給付実施関係情報 

当該受給資格者又は世帯主等若し

くは扶養義務者に係る医療保険各

法による保険給付の支給に関する

情報 

当該受給資格者に係る高齢者の医

療の確保に関する法律による保険

給付の支給に関する情報 

附 則 

 この規則は、令和４年６月１日から施行する。 

                    

児童手当事務取扱細則の一部を改正する規則を

公布する。 

  令和４年５月２７日 

       江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第５８号 

   児童手当事務取扱細則の一部を改正する規

則 

児童手当事務取扱細則（昭和６３年３月江東区

規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「了解させる」を「理解でき

る」に、「講じる」を「講ずる」に改め、同条第

３号中「請求書、届書等」を「受給資格者等から

請求書、届書等」に、「又は届書等」を「、届書

等」に、「記入」を「記録」に改め、同条に次の

１号を加える。 

 (4) 受給資格者等から提出された請求書、届書

等の受付及び審査に係る記録については、電

子計算機等により記録すること。 

 第３条を次のように改める。 

（記録、管理等をすべき情報） 

第３条 区長は、次に掲げる情報を電子計算機等

により記録し、適正に管理し及び利用するもの

とする。 

(1) 児童手当受給者に関する情報（以下「児童

手当受給者情報」という。）及び児童手当受

給者に関する情報（施設等受給者用）（以下

「児童手当受給者情報（施設等受給者用）と

いう。）（以下これらを「受給者情報」とい

う。） 

(2) 児童手当関係書類の返戻及び保留に関する

情報（以下「返戻・保留情報」という。） 

(3) 児童手当受給資格調査員証（省令第１３条

に規定する身分を示す証票をいう。）の交付

に関する情報（以下「調査員証交付情報」と

いう。） 

(4) 父母指定者（法第４条第１項第２号に規定

する父母指定者をいう。以下同じ。）の管理

に関する情報（以下「父母指定者管理情報」

という。） 

２ 受給者情報について、受給者が外国人である

ときは、住民票の記載事項を確認した上、外

国人である旨及び通称を記録する等、適正に

整理するものとする。 

 第４条を削る。 

 第５条の見出しを「（調査員証交付情報）」に

改め、同条中「調査員証交付簿」を「調査員証交

付情報」に、「記入」を「記録」に改め、同条を

第４条とする。 

 第６条の見出しを「（父母指定者管理情報）」

に改め、同条中「法第４条第１項第２号に規定す

る父母指定者（以下「父母指定者」という。）」
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を「父母指定者」に改め、「、父母指定者管理台

帳を作成し」を削り、「管理」を「記録」に改め、

同条を第５条とする。 

 第７条第１項中「第１条の３」の次に「（省令

第１５条において準用する場合を含む。）」を加

え、「父母指定者管理台帳」を「父母指定者管理

情報」に、「記入」を「記録」に改め、同条第２

項中「父母指定者管理台帳」を「父母指定者管理

情報」に、「記入」を「記録」に改め、同条を第

６条とする。 

 第８条第１項各号列記以外の部分中「第１条の

４第１項」の次に「（省令第１５条において準用

する場合を含む。）」を加え、同項第１号中「第

１１条」の次に「（省令第１５条において準用す

る場合を含む。第１５条第１項を除き、以下同

じ。）」を加え、「の備考欄」を削り、「記入」

を「記録」に改め、同項第２号ア中「別記第６号

様式）を作成し、当該請求書に」を「別記第１号

様式）を作成し、当該通知書を」に改め、同号ア

に次のただし書を加える。 

ただし、添付書類が不足している場合は、原

則として返戻はせず、保留することとし、イに

より処理すること。 

 第８条第１項第２号イ中「別記第７号様式」を

「別記第２号様式」に改め、同号ウ中「イの処

理」を「イによる処理」に、「返戻・保留カード

にその旨記入」を「返戻・保留情報にその旨を記

録」に改め、同項第３号中「前号によって返戻し

たもの」を「前号の規定によって返戻した認定請

求書」に改め、「又は」の次に「同号の規定によ

る」を加え、「返戻・保留カード」を「返戻・保

留情報」に、「記入」を「記録」に改め、同項に

次の１号を加える。 

(4) 認定請求書には、地方税関係情報、年金給

付関係情報及び住民票関係情報の連携のため

に一般受給資格者の、地方税関係情報及び住

民票関係情報の連携のためにその配偶者等

（２人以上で請求に係る児童を養育している

場合の配偶者、未成年後見人、父母等（請求

者が父母指定者の場合に限る。）をいう。以

下同じ。）の個人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成２５年法律第２７号。以下

「番号利用法」という。）第２条第５項に規

定する個人番号をいう。以下同じ。）を記載

する必要があるが、当該個人番号の記載がな

いことのみをもって返戻又は保留はしないこ

と。 

第８条第２項第１号中「現有公簿等」を「公簿

等（番号利用法第２２条第１項の規定により当該

書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受

けることを含む。第９条第２項を除き、以下同

じ。）」に改め、「すること」の次に「とし、次

の点については、特に留意すること」を加え、同

号に次のように加える。 

  ア 請求者のほかに請求に係る児童を監護し、

かつ、生計を同じくする当該児童の父若し

くは母、未成年後見人（法人を除く。）又

は父母指定者がある場合は、必要に応じて、

それら請求者以外の者についても法第５条

第１項又は附則第２条第１項に規定する所

得の状況の確認に努めること。 

  イ 請求に係る児童のうちに江東区の区域外

に住所を有する児童（施設入所等児童（法

第３条第３項に規定する施設入所等児童を

いう。以下同じ。）を除く。）があるとき

は、省令第１条の４第２項（省令第１５条

において準用する場合を含む。以下この号

において同じ。）第１号の規定に基づき添

付される当該児童の住民票の写し又は住民

票記載事項証明書であって、当該児童が世

帯主である場合にはその旨、当該児童が世

帯主でない場合には世帯主との続柄が記載

されたもの及び別居監護申立書その他の同

項第３号の規定に基づき添付される書類に

より、当該児童と同居している者の状況等

を確認すること。 

  ウ 請求に係る児童が日本国内に住所を有し

ない場合は、省令第１条（省令第１５条に

おいて準用する場合を含む。以下同じ。）

に規定する理由に該当するか否かを、海外

留学に関する申立書、留学先の学校の在学

証明書、留学前の日本国内での居住状況が

分かる書類その他の省令第１条の４第２項

第２号の規定に基づき添付される書類によ

り確認すること。 

  エ 請求者が未成年後見人として請求したと

きは、未成年後見人である旨の申立書、請

求に係る児童の戸籍抄本その他の省令第１

条の４第２項第４号の規定に基づき添付さ

れる書類により確認すること。 

  オ 請求者が父母指定者として請求したとき

は、父母指定者管理情報又は父母指定者指

定届受領証、父母等の居住状況が分かる書

類その他の省令第１条の４第２項第５号の

規定に基づき添付される書類により確認す
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ること。この場合において、父母指定者と

請求に係る児童が別居しているときは、全

寮制の学校の寮の入寮証明書その他の当該

児童の状況が分かる書類の添付を求め、当

該書類により同居が困難であることを確認

するとともに、イにより確認すること。 

  カ 請求者が法第４条第４項の支給要件に該

当する者（以下「同居父母」という。）と

して請求したときは、児童手当の受給資格

に係る申立書及び当該申立に係る事実を証

明する書類その他の省令第１条の４第２項

第７号の規定に基づき添付される書類によ

り確認すること。 

  キ 請求に係る児童が施設入所等児童に該当

する者でないことを、都道府県等から提供

される情報により確認すること。 

  ク 住民票上の住所地が江東区でない請求者

が、配偶者からの暴力を理由に江東区に請

求したときは、「児童虐待・ＤＶ事例にお

ける児童手当関係事務処理について」（平

成２４年３月３１日付け雇児発０３３１第

４号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通

知。以下「児童虐待・ＤＶ通知」とい

う。）の第二の１により支給要件を確認す

るほか、児童手当の受給資格に係る申立書

又は生活の本拠が分かる書類等により実際

の住所地を確認すること。 

  ケ 請求に係る児童が戸籍及び住民票に記載

のない場合については、出生証明書により

当該児童及びその母を確認するほか、戸籍

及び住民票に記載の無い児童に関する申立

書又は当該児童の生活の記録が分かる書類

等により国内に居住している実態、請求者

との監護要件及び生計要件等を確認するこ

と。 

  コ 請求に係る児童のうちに３歳に満たない

児童（法第６条第１項第１号イに規定する

３歳に満たない児童をいう。）がない請求

者については、健康保険証の写し等の添付

書類又は公簿等による被用者又は被用者等

でない者の別の確認を行う必要がないこと。 

 第８条第２項第２号中「前号」の次に「の規

定」を、「行うこと」の次に「とし、特に前号イ

又はエからカまでに該当する場合においては、父

母等の住所地の区市町村に対して当該父母等の児

童手当の受給状況の確認を行う等により、二重支

給の防止を図ること」を加え、同条第３項各号列

記以外の部分中「次に」を「、次に」に改め、同

項第１号中「児童手当受給者台帳」を「児童手当

受給者情報」に、「記入」を「記録」に改め、同

項第２号中「別記第８号様式」を「別記第３号様

式」に、「受給者」を「請求者」に改め、同項第

３号中「記入」を「記録」に改め、同項第５号中

「の規定により」を「の規定により同居父母を」

に、「当該規定により認定した者（以下「同居父

母」という。）以外に児童」を「同居父母以外に

請求に係る児童」に改め、「公務員」の次に

「（法第１７条第１項に規定する公務員をいう。

以下同じ。）」を加え、「別記第９号様式」を

「別記第４号様式」に改め、「すること」の次に

「（当該同居父母以外の者が同居父母と異なる区

市町村に住所を有する場合及び公務員として所属

庁において児童手当を受給している場合に限

る。）」を加え、同条第４項第１号中「記入」を

「記録」に改め、同項第２号中「別記第１０号様

式」を「別記第５号様式」に改め、同条を第７条

とする。 
 第９条第１項各号列記以外の部分中「次によ

り」を「前条第１項各号の例により」に改め、同

項各号を削り、同条第２項第１号に後段として次

のように加える。 
  この場合においては、省令第１条の２第１項

に規定する短期間の委託が行われている者若し

くは同条第２項から第４項までに規定する短期

間の入所をしている者又は施設に通う者は施設

入所等児童に該当しないこととなるので、特に

留意すること。 

第９条第３項第１号中「児童手当受給者台帳

（施設等受給者用）」を「児童手当受給者情報

（施設等受給者用）」に、「記入」を「記録」に

改め、同項第２号中「別記第１１号様式」を「別

記第６号様式」に、「受給者」を「請求者」に改

め、同項第３号中「記入」を「記録」に改め、同

条第４項第１号中「記入」を「記録」に改め、同

項第２号中「別記第１２号様式」を「別記第７号

様式」に改め、同条を第８条とする。 

 第１０条第１項各号列記以外の部分中「第２条

第１項」の次に「（省令第１５条において準用す

る場合を含む。）」を加え、同項第１号中「の備

考欄」を削り、「記入」を「記録」に改め、同項

第２号中「第８条第１項第２号」を「第７条第１

項第２号」に改め、同条第２項中「内容」を「事

項」に、「第８条第２項」を「第７条第２項（第

１号アを除く。）」に改め、同項に次のただし書

を加える。 

  ただし、被用者又は被用者等でない者の別に
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ついては、公簿等（番号利用法第２２条第１項

の規定により当該事項を含む特定個人情報の提

供を受けることを除く。）又は添付書類により

確認するものとする。 

 第１０条第３項第１号中「児童手当受給者台

帳」を「児童手当受給者情報」に改め、「氏名」

の次に「その他所要の事項」を加え、「記入」を

「記録」に改め、同項第２号中「別記第１３号様

式」を「別記第８号様式」に、「受給者」を「請

求者」に改め、同項第３号中「記入」を「記録」

に改め、同条第４項第１号中「児童手当受給者台

帳の備考欄」を「児童手当受給者情報」に、「記

入」を「記録」に改め、同項第２号中「別記第１

４号様式」を「別記第９号様式」に、「受給者」

を「請求者」に改め、同項第３号中「記入」を

「記録」に改め、同条を第９条とする。 

 第１１条第１項中「第３条第１項」の次に

「（省令第１５条において準用する場合を含

む。）」を加え、「、第８条第１項及び第２項の

規定の例により、」を「前条第１項の規定の例に

より処理し、額改定届の記載事項については同条

第２項の規定の例により」に改め、同条第２項第

１号中「児童手当受給者台帳の児童欄」を「児童

手当受給者情報」に、「記載」及び「記入」を

「記録」に改め、同項第２号中「受給者」を「届

出者」に改め、同項第３号中「記入」を「記録」

に改め、同条第３項中「受給者台帳の備考欄に改

定届」を「受給者情報に額改定届」に、「記入」

を「記録」に、「受給者に」を「届出者に額改定

届を」に改め、同条を第１０条とする。 

 第１２条第１項各号列記以外の部分中「次によ

り」を「第９条第１項各号の例により」に改め、

同項各号を削り、同条第２項中「内容」を「事

項」に、「第９条第２項」を「第８条第２項」に

改め、同条第３項第１号中「児童手当受給者台帳

（施設等受給者用）」を「児童手当受給者情報

（施設等受給者用）」に改め、「児童の氏名」の

次に「その他所要の事項」を加え、「記入」を

「記録」に改め、同項第２号中「別記第１５号様

式」を「別記第１０号様式」に、「受給者に送

付」を「請求者に送付」に改め、同項第３号中

「記入」を「記録」に改め、同条第４項第１号中

「児童手当受給者台帳（施設等受給者用）の備考

欄」を「児童手当受給者情報（施設等受給者

用）」に、「記入」を「記録」に改め、同項第２

号中「別記第１６号様式」を「別記第１１号様

式」に、「受給者に」を「請求者に」に改め、同

項第３号中「記入」を「記録」に改め、同条を第

１１条とする。 

 第１３条第１項中「、第８条第１項及び第２項

の規定の例により、」を「前条第１項の規定の例

により処理し、額改定届の記載事項については同

条第２項の規定の例により」に改め、同条第２項

第１号中「児童手当受給者台帳（施設等受給者

用）の児童欄」を「児童手当受給者情報（施設等

受給者用）」に、「記載」及び「記入」を「記

録」に改め、同項第２号中「受給者に」を「届出

者に」に改め、同項第３号中「記入」を「記録」

に改め、同条第３項中「児童手当受給者台帳（施

設等受給者用）の備考欄」を「児童手当受給者情

報（施設等受給者用）」に、「記入」を「記録」

に、「受給者に」を「届出者に額改定届を」に改

め、同条を第１２条とする。 

 第１４条第１項中「この条」の次に「及び次

条」を加え、同項各号列記以外の部分に次のただ

し書を加える。 

ただし、添付書類（申立書を含む。以下この

項において同じ。）の省略については、「児童

手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施

行に伴う現況届の一律の届出義務の廃止等に関

する事務取扱いについて」（令和３年９月１日

府子本第８８８号内閣府子ども・子育て本部児

童手当管理室長通知。以下「事務取扱通知」と

いう。）によるものとする。 

第１４条第１項第１号中「児童手当受給者台

帳」を「児童手当受給者情報」に改め、「の備考

欄」を削り、「記入」を「記録」に改め、同項第

２号中「第８条第１項第２号」を「第７条第１項

第２号」に改め、同条第２項中「照合したもの」

を「照合した現況届の記載事項」に、「第８条第

２項」を「第７条第２項」に改め、同条第３項中

「児童手当受給者台帳の現況届欄」を「児童手当

受給者情報」に、「記入」を「記録」に改め、同

条第４項各号列記以外の部分中「支給事由」を

「児童手当の支給事由」に、「よること」を「よ

り処理するもの」に改め、同項第１号中「児童手

当受給者台帳」を「児童手当受給者情報」に、

「記入し、当該台帳を除いて」を「記録し、引き

続いて児童手当を支給すべき受給者の記録と」に

改め、同項第２号中「別記第１７号様式」を「別

記第１２号様式」に、「受給者」を「届出者」に

改め、同項第３号中「受給者」を「届出者」に改

め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次

の１項を加える。 

４ 第２項の規定によって審査した結果、政令第

１４条第１項又は第２項の規定により認定請求
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があったものとみなされる場合に該当すると認

めたときは、児童手当受給者情報に所要の事項

を記録するほか、児童手当（特例給付）認定通

知書を作成し、届出者に送付するものとする。 

 第１４条に次の１項を加える。 

６ 毎年６月３０日までに現況届が提出されない

場合（現況届の提出を省略させた場合を除

く。）には、その提出について督促を行うとと

もに、督促を行ってもなお現況届の提出がない

受給者については、法第１１条（法附則第２条

第４項において準用する場合を含む。第２５条

において同じ。）の規定により児童手当の支払

を一時差し止めるものとする。 

第１４条を第１３条とし、同条の次に次の１条

を加える。 

（一般受給者に係る現況届の提出の省略） 

第１４条 現況届によって届け出られるべき内容

を公簿等で確認できる場合は、受給者からの現

況届の提出を省略させることができるものとし、

その実施に当たっては次の点に留意するものと

する。 

(1) 現況届の提出を省略させることができない

類型については、事務取扱通知によること。 

 (2) 区長が、現況届の提出が特に必要と認める

受給者については、引き続き現況届の提出を

求めることができること。 

２ 現況届が提出されたときは、児童手当受給者

情報にその旨を記録するものとする。 

 第１５条第１項各号列記以外の部分中「第４条

第３項」を「第４条第４項」に改め、同項第１号

中「児童手当受給者台帳（施設等受給者用）」を

「児童手当受給者情報（施設等受給者用）」に、

「記入」を「記録」に改め、同項第２号中「第８

条第１項第２号」を「第７条第１項第２号」に改

め、同条第２項中「照合したもの」を「照合した

現況届の記載事項」に改め、同条第３項中「児童

手当受給者台帳（施設等受給者用）の現況届欄」

を「児童手当受給者情報（施設等受給者用）」に、

「記入」を「記録」に改め、同条第４項各号列記

以外の部分中「よること」を「より処理するも

の」に改め、同項第１号中「児童手当受給者台帳

（施設等受給者用）」を「児童手当受給者情報

（施設等受給者用）」に、「記入し、当該台帳を

除いて」を「記録し、引き続いて児童手当を支給

すべき受給者の記録と」に改め、同項第２号中

「別記第１８号様式」を「別記第１３号様式」に、

「受給者に」を「届出者に」に改め、同項第３号

中「受給者」を「届出者」に改め、同条に次の１

項を加える。 

５ 毎年６月３０日までに現況届が提出されない

場合には、その提出について督促を行うととも

に、督促を行ってもなお現況届の提出がない受

給者については、法第１１条の規定により児童

手当の支払を一時差し止めるものとする。 

 第１６条の見出し中「氏名変更届」を「氏名変

更等届」に改め、同条各号列記以外の部分中「第

５条の氏名変更届」を「第５条第１項（省令第１

５条において準用する場合を含む。）又は第３項

の届書」に改め、同条第１号中「児童手当受給者

台帳の氏名（法人名等）欄」を「児童手当受給者

情報における受給者等の氏名（届出者が法人であ

る場合は、法人名）等に係る記録」に改め、同条

第２号中「児童手当受給者台帳（施設等受給者

用）の設置者等の氏名（法人名等）欄、施設等の

名称欄、施設等の種類欄及び施設入所等児童の氏

名欄」を「児童手当受給者情報（施設等受給者

用）における設置者等の氏名（届出者が法人であ

る場合は、法人名）、施設等の名称、施設等の種

類及び施設入所等児童の氏名に係る記録」に改め、

同条第３号を削る。 

 第１７条各号列記以外の部分中「省令第６条の

住所変更届」を「省令第６条第１項、第２項若し

くは第４項（これらの規定を省令第１５条におい

て準用する場合を含む。）又は第６項の届書」に

改め、同条第１号中「受給者又は児童」を「受給

者等」に、「受給者が」を「届出者が」に改め、

同条第２号中「住所地（設置者等」を「住所（届

出者」に改め、「若しくは住所」を削り、同条第

３号中「台帳」を「情報」に、「記入」を「記

録」に改める。 

 第３１条の見出し中「帳簿」を「受給者情報」

に改め、同条各号列記以外の部分中「帳簿、請求

書、届書等は、それぞれ次の」を「受給者情報、

父母指定者管理情報及び請求書等から提出された

請求書、届書等は、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める」に改め、同条第１号

中「受給者台帳」を「受給者情報」に改め、同条

第２号中「父母指定者管理台帳」を「父母指定者

管理情報」に改め、同条を第３３条とする。 

 第３０条第１号ア中「別記第３２号様式」を

「別記第２７号様式」に改め、同号イ中「別記第

３３号様式」を「別記第２８号様式」に改め、同

条第３号中「年金加入証明書」の次に「のほか、

「令和４年６月以降の被用者区分の確認につい

て」（令和３年９月１日府子本第８８９号内閣府

子ども・子育て本部児童手当管理室長通知）の２
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(1)アからキまでに掲げる書類の写し」を加え、

同条に次の１項を加え、同条を第３２条とする。 

２ 本細則に定めのない様式については、「市町

村における児童手当関係事務処理について」

（平成２７年１２月１８日府子本第４３０号内

閣府子ども・子育て本部統括官通知）に定める

様式を必要に応じて使用できるものとする。 

 第２９条各号列記以外の部分中「別記第３１号

様式」を「別記第２６号様式」に改め、同条第１

号中「受給者台帳の受給者の個人番号欄、配偶者

等の氏名欄、配偶者等の個人番号欄又は児童の個

人番号欄」を「児童手当受給者情報における受給

者の個人番号、配偶者等の氏名若しくは個人番号

又は児童の個人番号に係る記録」に改め、同条第

２号中「個人であり被用者である場合」を「個人

かつ被用者である者」に、「受給者台帳（施設等

受給者用）の」を「児童手当受給者情報（施設等

受給者用）における」に、「個人番号欄」を「個

人番号に係る記録」に改め、同条を第３１条とす

る。 

 第２８条第１項中「第２２条の２第１項」を

「第２０条第１項（法附則第２条第４項において

準用する場合を含む。以下同じ。）」に改め、同

条第２項各号列記以外の部分中「第１２条の９第

１項」の次に「（省令第１５条において準用する

場合を含む。）」を加え、同項第１号中「支払期

月ごと」を「支払期月（法第８条第４項（法附則

第２条第４項において準用する場合を含む。）に

規定する支払期月をいう。以下同じ。）ごと」に、

「受給者台帳に記入」を「受給者情報に記録」に、

「法第２２条の３又は法第２２条の４」を「法第

２１条第１項若しくは第２項又は第２２条第１項

（これらの規定を法附則第２条第４項において準

用する場合を含む。以下同じ。）」に、「満たな

い場合」を「満たないとき」に改め、同項第２号

中「別記第２９号様式」を「別記第２４号様式」

に改め、同条第３項中「署名欄」を「記名欄に記

載された氏名」に改め、同条第４項中「別記第３

０号様式」を「別記第２５号様式」に改め、同条

を第３０条とする。 

 第２７条を第２９条とする。 

第２６条第１号中「別記第２８号様式」を「別

記第２３号様式」に改め、同条第２号中「受給者

台帳」を「受給者情報」に、「消滅台帳」を「消

滅情報」に、「記入」を「記録」に改め、同条第

４号中「消滅台帳」を「消滅情報」に、「、返還

年月日を記入」を「及び返還年月日を記録」に改

め、同条を第２８条とする。 

 第２５条第１号中「受給者台帳の支払記録欄」

を「受給者情報」に、「記入」を「記録」に改め、

同条第２号中「別記第２７号様式」を「別記第２

２号様式」に、「受給者台帳の備考欄」を「受給

者情報」に、「記入」を「記録」に改め、同条を

第２７条とする。 

 第２４条第１号ア中「児童手当（特例給付）支

払差止め通知書」を「児童手当（特例給付）支払

差止通知書」に改め、同号イ中「受給者台帳の備

考欄」を「受給者情報」に、「記入」を「記録」

に改め、同条第２号中「第２１条」を「第２３

条」に改め、同条第３号中「第１８条」を「第２

０条」に改め、同条を第２６条とする。 

 第２３条の見出し中「差止め」を「差止めの処

理」に改め、同条第１項第１号中「受給者台帳の

備考欄」を「受給者情報」に、「記入」を「記

録」に改め、同項第２号中「児童手当（特例給

付）支払差止め通知書（別記第２５号様式）」を

「児童手当（特例給付）支払差止通知書（別記第

２０号様式）」に、「児童手当支払差止め通知書

（施設等受給者用）（別記第２６号様式）」を

「児童手当支払差止通知書（施設等受給者用）

（別記第２１号様式）」に改め、同条第２項中

「第１４条」を「第１３条」に改め、同条を第２

５条とする。 

 第２２条各号列記以外の部分中「第９条」を

「第９条第１項（省令第１５条において準用する

場合を含む。）又は第２項」に改め、同条第１号

中「受給者台帳」を「受給者情報」に改め、同条

第２号及び第３号を次のように改め、同条を第２

４条とする。 

(2) 未支払の児童手当を支給するものと決定し

たときは、次によること。 

  ア 請求者が法第１２条第１項（法附則第２

条第４項において準用する場合を含む。）

に規定する中学校修了前の児童であった者

（以下この条において「中学校修了前の児

童であった者」という。）である場合は、

児童手当（特例給付）未支払支給決定通知

書（別記第１６号様式）を作成し、請求者

に送付すること。 

  イ 請求者が法第１２条第２項に規定する施

設等受給資格者又は当該施設等受給資格者

であった者である場合は、児童手当未支払

支給決定通知書（施設等受給資格者用）

（別記第１７号様式）を作成し、請求者に

送付すること。 

  ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者
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である場合は、児童手当受給者情報に支払

金額及び支払年月日並びに請求者の氏名及

び住所を記録すること。 

  エ 請求者が法第１２条第２項に規定する施

設等受給資格者又は当該施設等受給資格者

であった者である場合は、児童手当受給者

情報（施設等受給者用）に支払金額及び支

払年月日を記録すること。 

(3) 当該請求を却下するものと決定したときは、

次によること。 

  ア 請求者が中学校修了前の児童であった者

である場合は、児童手当（特例給付）未支

払請求却下通知書（別記第１８号様式）を

作成し、請求者に送付すること。 

  イ 請求者が法第１２条第２項に規定する施

設等受給資格者又は当該施設等受給資格者

であった者である場合は、児童手当未支払

請求却下通知書（施設等受給資格者用）

（別記第１９号様式）を作成し、請求者に

送付すること。 

  ウ 請求者が中学校修了前の児童であった者

である場合は、児童手当受給者情報に請求

を却下した旨を記録すること。 

  エ 請求者が法第１２条第２項に規定する施

設等受給資格者又は当該施設等受給資格者

であった者である場合は、児童手当受給者

情報（施設等受給者用）における当該請求

に係る施設入所等児童であった者の情報に

請求を却下した旨を記録すること。 

 第２１条第５項中「受給者台帳」を「受給者情

報」に、「記入」を「記録」に、「別記第１９号

様式」を「別記第１４号様式」に、「別記第２０

号様式」を「別記第１５号様式」に改め、同条を

第２３条とする。 

 第２０条中「附記」を「付記」に、「第１８

条」を「第２０条」に改め、同条を第２２条とす

る。 

 第１９条の見出し中「による」を「に基づく支

給事由消滅の」に改め、同条各号列記以外の部分

中「第１１条第１項又は第１３条第１項」を「第

１０条第１項又は第１２条第１項」に改め、「と

いう。）及び」の次に「前条に規定する」を加え、

同条第１号ア中「受給者台帳の児童欄から」を

「受給者情報に改定後の支給額を記録するととも

に、所要の事項を記録し、又は受給者情報から」

に、「記載」を「記録」に改め、「とともに、改

定後の児童手当の額を記入する」を削り、同号イ

中「額改定通知書又は」を「受給者が一般受給者

である場合は額改定通知書を、受給者が施設等受

給者である場合は」に、「受給者台帳の備考欄」

を「、受給者情報」に、「記入」を「記録」に改

め、同条第２号中「こと」を「ものとする」に改

め、同号に後段として次のように加え、同条を第

２１条とする。 

  この場合において、次に掲げる場合に該当す

るときは、それぞれ職権に基づく処理をするこ

とができるものとする。 

  ア 省令第１条に定める理由により支給対象

の児童が日本国内に住所を有しなくなった

日から３年を経過した場合 

  イ 法第４条第４項の規定が適用されること

により、受給者と生計を同じくしない同居

父母が認定されるに至った場合 

  ウ 支給対象の児童が施設入所等児童となっ

たことに伴い、その父母等が当該児童に係

る支給要件を具備しなくなった場合 

  エ 支給対象の児童が施設入所等児童でなく

なったことに伴い、里親等又は施設設置者

が当該児童に係る支給要件を具備しなくな

った場合 

  オ 受給者が日本国内に住所を有しなくなっ

た場合又は他の区市町村に転出した場合 

  カ 児童虐待・ＤＶ通知の第一の１又は第二

の１の事例に該当した場合 

  キ 法第５条第１項又は附則第２条第１項の

所得の額が、児童手当の所得制限限度額又

は同項の給付の所得上限額を超過した場合 

  ク アからキまでに掲げるもののほか、支給

要件を具備しなくなったことが明らかな場

合 

 第１８条各号列記以外の部分中「第７条」を

「第７条第１項（省令第１５条において準用する

場合を含む。）又は第２項」に改め、同条第１号

中「受給者台帳」を「受給者情報」に、「記入」

を「記録」に、「当該台帳を除いて」を「引き続

いて児童手当を支給すべき受給者の記録と」に改

め、同条第４号中「前３号」を「前３号の規定」

に、「児童の」を「当該児童の」に改め、同条を

第２０条とし、第１７条の次に次の２条を加える。 

（被用者又は被用者等でない者の別の変更の届

出） 

第１８条 一般受給者（公務員でない者に限

る。）から省令第６条の２第１項（省令第１５

条において準用する場合を含む。）の届書の提

出を受けたときは、児童手当受給者情報に変更

後の被用者又は被用者等でない者の別を記録す
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るものとする。 

（一般受給者に係る氏名変更等届等の提出の省

略） 

第１９条 一般受給者に係る省令第５条第１項、

第６条第１項、第２項及び第４項並びに第６条

の２第１項（これらの規定を省令第１５条にお

いて準用する場合を含む。）の届書については、

その届け出られるべき内容を公簿等により確認

できるときは、その提出を省略させることがで

きる。 

 別記第 1 号様式から別記第５号様式までを削る。 

 別記第６号様式中「第８条」を「第７条」に改

め、同様式を別記第１号様式とする。 

 別記第７号様式中「第８条」を「第７条」に改

め、同様式を別記第２号様式とする。 

 別記第８号様式中「第８条」を「第７条」に改

め、同様式を別記第３号様式とする。 

 別記第９号様式中「第８条」を「第７条」に改

め、同様式を別記第４号様式とする。 

 別記第１０号様式中「第８条」を「第７条」に

改め、同様式を別記第５号様式とする。 

 別記第１１号様式中「第９条」を「第８条」に

改め、同様式を別記第６号様式とする。 

 別記第１２号様式中「第９条」を「第８条」に

改め、同様式を別記第７号様式とする。 

 別記第１３号様式中「第１０条」を「第９条」

に改め、同様式を別記第８号様式とする。 

 別記第１４号様式中「第１０条」を「第９条」

に改め、同様式を別記第９号様式とする。 

 別記第１５号様式中「第１２条」を「第１１

条」に改め、同様式を別記第１０号様式とする。 

 別記第１６号様式中「第１２条」を「第１１

条」に改め、同様式を別記第１１号様式とする。 

 別記第１７号様式中「第１４条」を「第１３

条」に改め、同様式を別記第１２号様式とし、別

記第１８号様式を別記第１３号様式とする。 

 別記第１９号様式中「第２１条」を「第２３

条」に改め、同様式を別記第１４号様式とする。 

 別記第２０号様式中「第２１条」を「第２３

条」に改め、同様式を別記第１５号様式とする。 

 別記第２１号様式中「第２２条」を「第２４

条」に改め、同様式を別記第１６号様式とする。 

 別記第２２号様式中「第２２条」を「第２４

条」に改め、同様式を別記第１７号様式とする。 

 別記第２３号様式中「第２２条」を「第２４

条」に改め、同様式を別記第１８号様式とする。 

 別記第２４号様式中「第２２条」を「第２４

条」に改め、同様式を別記第１９号様式とする。 

 別記第２５号様式中「第２３条」を「第２５

条」に、「差止め」を「差止」に改め、同様式を

別記第２０号様式とする。 

 別記第２６号様式中「第２３条」を「第２５

条」に、「差止め」を「差止」に改め、同様式を

別記第２１号様式とする。 

 別記第２７号様式中「第２５条」を「第２７

条」に改め、同様式を別記第２２号様式とする。 

 別記第２８号様式中「第２６条」を「第２８

条」に改め、同様式を別記第２３号様式とする。 

 別記第２９号様式中「第２８条」を「第３０

条」に、「第２２条の２第１項」を「第２０条」

に改め、同様式を別記第２４号様式とする。 

 別記第３０号様式中「第２８条」を「第３０

条」に、「第２２条の２第１項」を「第２０条」

に改め、同様式を別記第２５号様式とする。 

 別記第３１号様式中「第２９条」を「第３１

条」に改め、「○印 」を削り、同様式を別記第２

６号様式とする。 

 別記第３２号様式中「第３０条」を「第３２

条」に改め、「○印 」を削り、同様式を別記第２

７号様式とする。 

 別記第３３号様式中「第３１条」を「第３２

条」に改め、同様式を別記第２８号様式とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則は、令和４年６月以後の月分の児童

手当に関する事務の処理について適用し、同年

５月以前の月分の児童手当に関する事務の処理

については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、現に帳簿等により記録

を管理している場合等は、引き続き使用に便宜

な方法により管理できるものとする。 

４ この規則の施行の際、この規則による改正前

の児童手当事務取扱細則の別記様式による用紙

で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 

                    

江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

附則第２項に規定する規則で定める日を定める規

則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年６月１日 

       江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第５９号 

   江東区国民健康保険条例の一部を改正する
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条例附則第２項に規定する規則で定める日

を定める規則の一部を改正する規則 

江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

附則第２項に規定する規則で定める日を定める規

則（令和２年９月江東区規則第６８号）の一部を

次のように改正する。 

 本則中「令和４年６月３０日」を「令和４年９

月３０日」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告         示 

◎江東区告示第１６５号 

江東区介護保険料の収納事務について、介護保

険法（平成９年法律第１２３号）第１４４条の２

の規定に基づき、下記のとおり委託したので、介

護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第

４５条の７第１項の規定に基づき告示する。 

令和４年５月６日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 委託事業者 

(1) 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

    東京都江東区豊洲三丁目３番３号 

     代表取締役社長 本間 洋 

(2) 株式会社ＮＴＴドコモ 

    東京都千代田区永田町二丁目１１番１号 

   代表取締役社長 井伊 基之 

(3) 株式会社みずほ銀行 

    東京都千代田区大手町一丁目５番５号 

     取締役頭取 藤原 弘浩 

(4) ＫＤＤＩ株式会社 

    東京都千代田区飯田橋三丁目１０番１０

号 

     代表取締役社長 髙橋 誠 

(5) ビリングシステム株式会社 

    東京都千代田区内幸町一丁目１番１号 

     代表取締役 江田 敏彦 

２ 委託内容 

(1) 江東区介護保険料にかかる収納の取りまと

め事務 

(2) 『ｄ払い』による江東区介護保険料の収納

事務 

(3) 『Ｊ‐Ｃｏｉｎ Ｐａｙ』による江東区介

護保険料の収納事務 

(4) 『ａｕ ＰＡＹ』による江東区介護保険料

の収納事務 

(5) 『ｄ払い』及び『ａｕ ＰＡＹ』に係る江

東区介護保険料の収納事務 

３ 委託期間 

令和４年５月６日から令和５年３月３１日ま

で 

                   

◎江東区告示第１６６号 

 江東区国民健康保険料の徴収事務について、国

民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第８

０条の２の規定に基づき、下記のとおり委託した

ので、国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第
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３６２号）第２９条の２３第１項の規定に基づき

告示する。 

  令和４年５月６日 

江東区長  山 﨑 孝 明  

記 
１ 委託事業者 

(1) 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

   東京都江東区豊洲三丁目３番３号 

    代表取締役社長 本間 洋 

(2) 株式会社ＮＴＴドコモ 

   東京都千代田区永田町二丁目１１番１号 

    代表取締役社長 井伊 基之 

(3) 株式会社みずほ銀行 

   東京都千代田区大手町一丁目５番５号 

    取締役頭取 加藤 勝彦 

(4) ＫＤＤＩ株式会社 

   東京都千代田区飯田橋三丁目１０番１０

号 

    代表取締役社長 髙橋 誠 

(5) ビリングシステム株式会社 

   東京都千代田区内幸町一丁目１番１号 

    代表取締役 江田 敏彦 

２ 委託内容 

(1) 江東区国民健康保険料に係る徴収事務の取

りまとめ 

(2) 『ｄ払い』による江東区国民健康保険料の

徴収事務 

(3) 『Ｊ‐Ｃｏｉｎ Ｐａｙ』による江東区国

民健康保険料の徴収事務 

(4) 『ａｕ ＰＡＹ』による江東区国民健康保

険料の徴収事務 

(5) 『ｄ払い』及び『ａｕ ＰＡＹ』に係る江

東区国民健康保険料の徴収事務 

３ 委託期間 

令和４年５月６日から令和５年３月３１日ま

で 

                    

◎江東区告示第１６７号 

江東区地方税（特別区民税・都民税及び軽自動

車税（種別割））の収納事務について、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条

の２第１項第１号の規定に基づき、下記のとおり

委託したので、地方自治法施行令第１５８条の２

第６項の規定に基づき告示する。 

  令和４年５月６日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
１ 委託事業者 

(1) 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

  東京都江東区豊洲三丁目３番３号 

   代表取締役社長 本間 洋 

(2) 株式会社ＮＴＴドコモ 

  東京都千代田区永田町二丁目１１番１号 

   代表取締役社長 井伊 基之 

(3) 株式会社みずほ銀行 

  東京都千代田区大手町一丁目５番５号 

   取締役頭取 加藤 勝彦 

(4) ＫＤＤＩ株式会社 

    東京都千代田区飯田橋三丁目１０番１０

号 

   代表取締役社長 髙橋 誠 

(5) ビリングシステム株式会社 

  東京都千代田区内幸町一丁目１番１号 

   代表取締役 江田 敏彦 

２ 委託内容 

(1) 『ｄ払い』による江東区地方税（特別区民

税・都民税及び軽自動車税（種別割））の収

納事務 

(2) 『Ｊ‐Ｃｏｉｎ Ｐａｙ』による江東区地

方税（特別区民税・都民税及び軽自動車税

（種別割））の収納事務 

(3) 『ａｕ ＰＡＹ』による江東区地方税（特

別区民税・都民税及び軽自動車税（種別

割））の収納事務 

３ 委託期間 

令和４年５月６日から令和５年３月３１日ま

で 

                   

◎江東区告示第１７１号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和４年５月９日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３７０８０２１１６ 

２ 事業所の名称及び所在地 

たなごころ 

東京都江東区南砂五丁目１８番９号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

有限会社たなごころ 

東京都江東区南砂五丁目１８番９号 

取締役 藤井 義就 

４ 廃止年月日 
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令和４年４月３０日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                   

◎江東区告示第１７４号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和４年５月１３日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３７０８００４７４ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  江東ヘルパーステーションケアマネ部 

東京都江東区南砂二丁目３７番１０‐４０

８号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  有限会社江東ヘルパーステーション 

東京都江東区南砂二丁目３７番１０‐４０

７号 

代表取締役 瀬戸 玲子 

４ 廃止年月日 

令和４年４月３０日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                   

◎江東区告示第１７５号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和４年５月１３日 

 江東区長  山 﨑 孝 明   

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第１７６号 

 下記事件につき、令和４年第１回江東区議会臨

時会を５月２４日に招集する。 

令和４年５月１７日 

江東区長  山 﨑 孝 明  

記 

１ 特別委員会の廃止について 

２ 特別委員会の設置について 

                   

◎江東区告示第１７７号 

特定商業施設変更届出書の縦覧について 

江東区特定商業施設の立地に伴う生活環境保全

に関する指導要綱（平成１２年６月２９日江地商

発第６６号）第６条の規定に基づき、下記のとお

り特定商業施設変更届出書を縦覧に供する。 

  令和４年５月１７日 

       江東区長  山 﨑 孝 明   

記 
特定商業施設変更届出書の

届出年月日 

令和４年４月２５

日 

特定商業施設変更届出書の

縦覧場所 

東京都江東区東陽

四丁目１１番２８

号 

江東区地域振興

部経済課（庁舎

４階） 

特定商業施設変更届出書の

縦覧期間 

令和４年５月１８

日から 

令和４年７月１８

日まで 

特定

商業

施設

の概

要 

特定商業施設の名称

及び所在地 

豊洲フォレシア 

江東区豊洲３丁

目２番２４号 

設置者の氏名又は名

称（法人にあっては

代表者の氏名） 

株式会社ＩＨＩ 

代表取締役社長 

井手 博 

豊洲三丁目開発特

定目的会社 

取締役 菊池 

省吾 

変更

する

事項 

変更前 変更後 

(1) 設置者住所 

東京都中央区日

本橋二丁目７番

１号 

(2) 施設で営業を

営む者 

(有)宮川商店、

(株)ウェイブ

ス、(株)トラ

ジ、ヴィレッジ

ヴァンガードプ

レース(株) 他

１７店 

(1) 設置者住所 

東京都新川二丁

目２７番１号 

(2) 施設で営業を

営む者 

(有)宮川商店、

(株)ウェイブ

ス、(株)トラ

ジ、エステール

ホールディング

ス(株) 他１７

店 

変更

年月

日 

令和４年４月１日 

変更 (1) 設置者住所に変更があるため。 
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した

理由 

(2) 施設で営業を営む者の氏名及び住所

に変更があるため。 

                   

◎江東区告示第１７８号 

江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和４年５月１９日 

 江東区長  山 﨑 孝 明   

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第１８２号 

介護保険法第７９条第１項の規定により指定居

宅介護支援事業者を指定したので、同法第８５条

の規定に基づき、下記のとおり告示する。 

令和４年６月１日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３７０８０６７３７ 

２ 事業所の名称及び所在地 

チームケアキイ 

東京都江東区亀戸二丁目３９番１２号エム

ズイースト亀戸３０１号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社きい 

東京都江東区二丁目３９番１２号 

代表取締役 佐久間 恵美子 

４ 指定年月日 

令和４年５月１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                   

◎江東区告示第１８５号 

 下記事件につき、令和４年第２回江東区議会定

例会を６月８日に招集する。 

  令和４年６月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 
１ 令和３年度江東区繰越明許費繰越計算書につ

いて 

２ 審査請求に関する諮問について 

３ 令和４年度江東区一般会計補正予算（第１

号） 

４ 包括外部監査契約の締結について 

５ 江東区奨学資金貸付金の返還請求に関する民

事訴訟の提起について 

６ 仙台堀川公園改修工事（Ｂ‐５）請負契約 

７ 清水橋架替工事（その２）請負契約 

８ 江東区文化センター改修工事請負契約 

９ 江東区文化センター電気設備改修工事請負契

約 

１０ 江東区文化センター機械設備改修工事請負

契約 

１１ 江東区亀戸スポーツセンター改修工事請負

契約 

１２ 江東区亀戸スポーツセンター機械設備改修

工事請負契約 

１３ 特別養護老人ホーム江東ホーム改修工事請

負契約 

１４ 特別養護老人ホーム江東ホーム電気設備改

修工事請負契約 

１５ 特別養護老人ホーム江東ホーム機械設備改

修工事請負契約 

１６ 江東区立元加賀小学校校舎その他改修工事

請負契約 

１７ 江東区立第二大島小学校改築工事請負契約 

１８ 江東区立第二大島小学校改築電気設備工事

請負契約 

１９ 江東区立第二大島小学校改築機械設備工事

請負契約 

２０ 江東区立深川第二中学校校舎その他改修工

事請負契約 

２１ 江東区立深川第二中学校校舎その他電気設

備改修工事請負契約 

２２ 江東区立深川第二中学校校舎その他機械設

備改修工事請負契約 

２３ 議決を得た契約の契約変更について（巽橋

架替工事（その１）請負契約） 

２４ 江東区事務手数料条例等の一部を改正する

条例 

２５ 江東区特別区税条例等の一部を改正する条

例 

２６ 江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例 

                  

◎江東区告示第１８６号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 
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令和４年６月２日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３７０８０５７６２ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  さくら支援ステーションアイクル 

東京都江東区富岡一丁目１４番１５号和楽

ビル１０１ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社さくらモンデックス 

東京都港区芝大門一丁目４番１０号大蔵ビ

ル４０１号 

代表取締役 舘山 英雄 

４ 廃止年月日 

令和４年５月３１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                   

◎江東区告示第１８７号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和４年６月２日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３７０８０５６２２ 

２ 事業所の名称及び所在地 

デイサービス食いしんぼ 

東京都江東区毛利一丁目８番１‐１０５号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社バルーン 

東京都江東区毛利一丁目１２番１０‐１３

０６号 

代表取締役 原 法子 

４ 廃止年月日 

令和４年５月３１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                   

◎江東区告示第１８８号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和４年６月２日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３９０７００４２３ 

２ 事業所の名称及び所在地 

フィリア両国リハビリケア 

東京都墨田区千歳二丁目１３番４号シティ

ハイツ秋山１Ｆ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社フォーユー 

東京都江東区三好一丁目８番３号 

代表取締役 渡邉 聡史 

４ 廃止年月日 

令和４年５月３１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                   

◎江東区告示第１８９号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和４年６月２日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 介護保険事業所番号  

１９７０５００４１７ 

２ 事業所の名称及び所在地 

デイサービスセンターひまわり 

山梨県笛吹市八代町北１５４１‐７ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

有限会社ひまわり 

山梨県笛吹市八代町北１５４１‐７ 

取締役 上原 好光 

４ 廃止年月日 

令和４年５月１６日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                   

◎江東区告示第１９０号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和４年６月２日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 介護保険事業所番号  
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  １３７０８０６２６５ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  フォーユー千歳居宅介護支援事業所 

東京都江東区三好一丁目８番３号越前屋ビ

ル４Ｆ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社フォーユー 

東京都江東区三好一丁目８番３号 

代表取締役 渡邉 聡史 

４ 廃止年月日 

令和４年５月３１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                   

◎江東区告示第１９１号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和４年６月２日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３７０８０３７５９ 

２ 事業所の名称及び所在地 

おれんじデイ東砂 

東京都江東区東砂一丁目６番７号山本ビル

１階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社フォーユー 

東京都江東区三好一丁目８番３号 

代表取締役 渡邉 聡史 

４ 廃止年月日 

令和４年５月３１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                   

◎江東区告示第１９２号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和４年６月３日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３７０７０３１３２ 

２ 事業所の名称及び所在地 

フォルテシモ両国デイサービスリゲットライ

フ 

東京都墨田区石原二丁目１１番２号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社ケアナビ 

東京都墨田区石原一丁目３０番９号 

代表取締役 田原 和幸 

４ 廃止年月日 

令和２年１月３１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                   

◎江東区告示第１９３号 

介護保険法第７８条の２第１項の規定により指

定地域密着型サービス事業者を指定したので、同

法第７８条の１１の規定に基づき、下記のとおり

告示する。 

令和４年６月３日 

  江東区長  山 﨑 孝 明   

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３９０８００５８７ 

２ 事業所の名称及び所在地 

春木舎デイサービス砂町 

東京都江東区東砂一丁目６番７号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社ファーストユニオン 

神奈川県川崎市高津区子母口７０１番地２ 

代表取締役 倉地 航 

４ 指定年月日 

令和４年６月１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 
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告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第１０号 

 下記により、令和４年第５回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和４年５月２４日 

 江東区教育委員会           

教育長  本多 健一朗    

記 

１ 日時 令和４年５月２７日（金）  

午後２時 

２ 場所 教科書センター（江東区教育センター

内） 

３ 議題 

  日程第１ 議案第１０号 令和４年度江東区

一般会計補正予算

（第１号） 

  日程第２ 議案第１１号 江東区奨学資金貸

付金の返還請求に

関する民事訴訟の

提起について 

  日程第３ 議案第１２号 江東区立幼稚園教

育職員の給与に関

する条例の一部を

改正する条例 

  日程第４ 議案第１３号 江東区立幼稚園教

育職員の特殊勤務

手当に関する規則

の一部を改正する

規則 

日程第５ 議案第１４号 江東区立元加賀小

学校校舎その他改

修工事請負契約 

  日程第６ 議案第１５号 江東区立第二大島

小学校改築工事請

負契約 

  日程第７ 議案第１６号 江東区立第二大島

小学校改築電気設

備工事請負契約 

  日程第８ 議案第１７号 江東区立第二大島

小学校改築機械設

備工事請負契約 

  日程第９ 議案第１８号 江東区立深川第二

中学校校舎その他

改修工事請負契約 

  日程第１０ 議案第１９号 江東区立深川第

二中学校校舎そ

の他電気設備改

修工事請負契約 

  日程第１１ 議案第２０号 江東区立深川第

二中学校校舎そ

の他機械設備改

修工事請負契約 

４ 報告事項 

(1)  改築工事期間中の学校移転先について ほ

か 

５ 協議事項 

(1)  江東区マンション建設計画の事前届出等に

関する条例第１０条に定める施設状況の公表

について  
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告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第６号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２

８条第４号の規定により、江東区の選挙人名簿か

ら、別紙のとおり１名を抹消した。 

令和４年６月１日 

      江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４

条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併

の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方

自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１

条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の４０万を超える数の６分の１の数

と４０万の３分の１の数とを合算した数並びに市

町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及

び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

令和４年６月１日 

       江東区選挙管理委員会 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

         ８，４８４ 

２ 選挙権を有する者の総数の４０万を超える数

の６分の１の数と４０万の３分の１の数とを合

算した数      

     １３７，３６５ 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数 

         ７０，６９８ 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第８号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１

４４条の２第１項の規定により、第２６回参議院

（東京都選出）議員選挙におけるポスター掲示場

を、別紙のとおり設置する。 

令和４年６月１日 

       江東区選挙管理委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔別紙〕 
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告 示 （ 監 ） 

 

◎江東区監査委員告示第９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第９項、江東区監査基準（令和２年４月１日

江東区監査委員訓令甲第１号）第１７条の規定に

基づき、令和３年度第４回定期財務監査の結果を

別紙のとおり公表する。 

令和４年５月１６日 

江東区監査委員 松 土 英 男 

同       藏 田 朝 彦 

同        佐 藤 信 夫 

同        甚 島 ゆずる 

〔別紙〕 

令和２年度第４回定期財務監査報告書 

第１ 監査の範囲 

１ 監査の対象事項 

令和元、２及び３年度における小学校、中学

校及び幼稚園（以下「学校（園）」という。）

の財務に関する事務の執行状況及び施設の管理

状況について監査を実施した。 

なお、本年度は、「備品管理事務」を重点監

査項目とした。 

２ 監査の対象施設 

(1)   小学校（１４校） 

深川、臨海、越中島、元加賀、枝川、第一

亀戸、香取、第二大島、大島南央、砂町、第

三砂町、第五砂町、東砂、亀高 

(2)   中学校（８校） 

深川第一、深川第三、深川第四、深川第

七、第三亀戸、大島西、第三砂町、第二南砂 

(3)   幼稚園（７園） 

元加賀、枝川、ちどり、第一亀戸、大島、

もみじ、第五砂町 

３ 監査の実施期日 

令和４年１月１３日から同年２月２２日まで

のうち２１日間 

第２ 監査の手続 

監査対象施設の概要及び歳出予算の執行状

況等の関係資料の提出を求め、監査当日は、

関係職員の説明を聴取しつつ、関係書類及び

帳簿との照査突合を行うとともに、施設の内

外についても必要と認める監査を実施した。 

第３ 監査の結果 

監査対象施設の財務に関する事務及び施設

管理は、法令等に従い、概ね適正かつ効率的

に執行又は処理されていると認められ、また

重点監査項目の備品管理事務についても、特

に指摘する事項はないが、一部において不適

正な事例があったので別項で意見を付す。 

なお、監査の際に散見された事務上の軽微

な誤りについては、各学校（園）及び関係部

署に対し、口頭で改善を促した。 

第４ 監査委員意見 

１ 小学校における会計事務の執行体制につい

て 

   今回の小学校の監査において、令和２年度

の移動教室代替事業の実施にあたって必要な

経費である宿泊・入場料及び運搬料を、教員

が一時的に私費により立て替えていたほか、

前渡金の精算処理も遅延していた事例があっ

た。この不適正な会計事務は、教育委員会事

務局から報告を受けた会計管理室の指導（通

知）により、当該校において精算処理を行っ

たが、支出年度を超えた未精算金が監査当日

現在（令和４年２月１７日）発生していた。 

   これは、学校事務職員が前渡金に関する現

金の動きを正確に現金出納簿へ記録をしてお

らず、適切に現金管理を行っていなかったこ

と、教員が私費による立替払いが認められて

いないことを認識していなかったこと、学校

事務職員と教員との間で情報共有が不十分で

あったことが要因と思料される。 

   また、他の複数の小学校においても、現金

出納簿の管理などの不適正な会計事務が確認

された。 

   令和元、２年度の定期財務監査報告書にお

いても、小学校における会計事務の改善を求

める意見を付した。これを踏まえ教育委員会

事務局では、令和３年度に横断的な検討委員

会を設置し、事務の適正化の定着に向けた会

計事務チェックの体制強化、事務職員や管理

職向けの研修実施等に取り組んでいるとの報

告を受けている。 

   不適正な会計処理が発生する要因として

は、小学校での学校事務職員の配置はごく一

部の学校を除いて一名であり、会計事務への

認識不足や組織的なチェック体制の不備と思

料される。事務の適正化に向けた教育委員会

事務局の取り組みは、小学校において適正な

会計事務を執行するための大変重要な支援と

なるものであり、この取り組みを今後も継続

されるとともに、組織体制の点検、内部統制

体制の整備についても検討を進められたい。 

２ 毒物及び劇物の保管・管理について 

   毒物及び劇物の保管・管理については、以

前より定期財務監査報告書において、管理等

の改善に向けた意見を付してきたところであ

る。今回の監査において、保管・管理体制が

不十分な学校もあったが、多くの学校では改

善が図られていることが確認された。 

   引き続き、教育委員会事務局による適正管

理に向けた指導を継続されたい。 

３ 備品の管理について 

   今年度は、備品管理事務を重点監査項目と
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して監査を実施した。その結果多くの学校に

おいて適正に管理されていることを確認した

が、一部の学校（園）においては、以下のよ

うな不適正な管理を行っている事例が見られ

た。 

(1)   備品台帳に登録された備品の取得日が、当

該備品の納品後に行われた検査の完了日と齟

齬があった事例 

(2)   廃棄の手続きを行ったものの実際には廃棄

はされずに現物が残っている事例物品は、財

産のひとつであり、その目的に沿った効率的

な利用と管理が必要である。そのため、江東

区物品管理規則に物品の取得から保管や処分

までの手続きが定められ、同規則により財務

会計システムの記録事項と供用備品との照合

や年１回以上の自己検査等が義務づけられて

いる。備品管理の概要や備品登録等のマニュ

アルを纏めた物品名鑑等を活用しつつ、自己

検査等の徹底を図られるとともに、適正な備

品の管理を行われたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 議 会 

 

◎区議会議決事項（令和４年第１回臨時会） 

５月２４日、会期１日で開会した令和年４第１

回江東区議会臨時会において、別記の事項を議決

した。 

１ 選任の同意（区長提出） 

  議案第３１号 江東区監査委員選任同意方 

ついて 

               中 嶋 雅 樹 

               白 岩 忠 夫 

（５月２４日同意） 

２ 議案（議員提出） 

  議案第６号 オリンピック・パラリンピック

推進特別委員会の廃止について 

  議案第７号 防災・まちづくり・交通対策特

別委員会の廃止について 

  議案第８号 高齢者支援・介護保険制度特別

委員会の廃止について 

  議案第９号 地下鉄８号線延伸・交通対策推

進についての特別委員会の設置

について 

  議案第１０号 防災・まちづくり対策につい

ての特別委員会の設置につい

て 

  議案第１１号 医療・介護・高齢者支援につ

いての特別委員会の設置につ

いて 

（以上５月２４日原案可決） 

３ その他の議決事項等 

常任委員会委員の選任について 

議会運営委員会委員の選任について 

（以上５月２４日選任） 

清掃港湾・臨海部対策特別委員会委員の辞任

許可及び選任について 

（５月２４日許可及び選任） 

  議長辞職許可について 

  副議長辞職許可について 

（５月２４日許可） 

  議長選挙     山 本 香代子（当選） 

副議長選挙    石 川 邦 夫（当選） 

（以上５月２４日選挙） 

 

 

 

 


